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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定

　

す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
職
員
厚
生
課
）　
　

二

〇
行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則 

（
私
学
文
書
課
）　
　

二

〇
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則  

（
県
政
情
報
公
開
室
）　
　

五

〇
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
（
税　

務　

課
）　
　

七

〇
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
（　
　

同　
　

）　

三
七

〇
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則  

（　
　

同　
　

）　

三
七

〇
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

三
七

〇
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
管　

財　

課
）　

三
八

〇
防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則 

（
危
機
対
策
課
）　

三
八

訓　

令　

甲

〇
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程 

（
人　

事　

課
）　

三
八

〇
附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

四
一

〇
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　

訓
令 

（　
　

同　
　

）　

四
二

〇
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
私
学
文
書
課
）　

四
二

〇
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

四
二

〇
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
税　

務　

課
）　

四
三

〇
本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
市
町
村
課
）　

四
五

訓
令
甲
・
企
業
局
・
議
会
・
人
事
委
員
会
・
監
査
委
員
・

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
職
員
厚
生
課
）　

四
六

告　
　
　

示

〇
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
設
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る

　

告
示 

（
県
政
情
報
公
開
室
）　

四
六

〇
平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
一
号
（
行
政
文
書
の
写
し
等
に
対
し
て
負
担
し

　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（　
　

同　
　

）　

四
六

規　
　
　

則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
教
育
委
員
会
並
び
に
」
の
下
に
「
教
育
長
並
び
に
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
教
育
長
、」
を
「
教
育
次
長
、」
に
、「
教
育
長
等
」
を
「
教
育
次
長
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
教
育
長
等
」
を
「
教
育
次
長
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
教
育
長
」
を
「
教
育

次
長
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
見
出
し
を
「（
教
育
次
長
等
の
専
決
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
教
育
長
等
」
を
「
教
育
次
長
等
」
に

改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
教
育
長
」
を
「
教
育
次
長
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
同
条
第
十
二
項
」
を
「
同
条
第

十
一
項
」
に
、「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
教
育
長
」
を
「
教
育
次
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
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規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
号

　
　
　

 

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定

め
る
規
則

　

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下「
施

行
令
」
と
い
う
。）
第
一
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
そ
の
長
又
は
そ
の
職
員
で
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
施
行
令
第
一
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

知
事

知
事
が
任
命
す
る
職
員

公
営
企
業
管
理
者

公
営
企
業
管
理
者
が
任
命
す
る
職
員

選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会
が
任
命
す
る
職
員

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会
が
任
命
す
る
職
員

代
表
監
査
委
員

代
表
監
査
委
員
が
任
命
す
る
職
員

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
任
命
す
る
職
員

議
会
の
議
長

議
会
の
議
長
が
任
命
す
る
職
員

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
一
号

　
　
　

県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
職
員
宿
舎
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
四
号
中
「
又
は
」
を
「（
教
育
庁
に
あ
つ
て
は
、
教
育
次
長
。
以
下
同
じ
。）
又
は
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
二
号

　
　
　

行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則

　

（
趣
旨
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
の
施
行

に
関
し
、
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
及
び
行
政
不
服
審
査
法
施
行
規
則

（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
五
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
提
出
書
類
等
の
閲
覧
等
の
申
請
）

第 

二
条　

法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び

法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
書
類
等
の
閲

覧
又
は
提
出
書
類
等
の
写
し
等
の
交
付
の
求
め
は
、
提
出
書
類
等
の
閲
覧
・
写
し
等
の
交
付
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２ 　

経
済
的
困
難
に
よ
り
前
項
の
交
付
に
係
る
手
数
料
を
納
入
す
る
資
力
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
当
該
手
数
料
の

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
提
出
書
類
等
の
写
し
等
の
交
付
に
係
る
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
に

よ
り
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 　

前
項
の
申
請
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
を
手
数
料
減
免
申
請

書
に
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
当
該
申
請
を
す
る
場
合　

当
該
扶
助
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

　

二　

そ
の
他
の
事
実
を
理
由
と
し
て
当
該
申
請
を
す
る
場
合　

当
該
事
実
を
証
明
す
る
書
面

　

（
手
数
料
の
納
入
）

第 

三
条　

法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び

法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
書
類
等
の
写

し
等
の
交
付
並
び
に
法
第
八
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
資
料
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の
写
し
等
の
交
付
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
提
出
書
類
等
の
写
し
等
の
交
付
」
と
い
う
。）
に
係
る
手
数
料
は
、
手

数
料
納
入
書
（
様
式
第
三
号
）
に
宮
城
県
収
入
証
紙
を
貼
付
し
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

郵
送
に
よ
り
提
出
書
類
等
の
写
し
等
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
郵
送
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る

額
の
郵
便
切
手
を
貼
付
し
た
封
筒
を
当
該
交
付
に
係
る
手
数
料
納
入
書
に
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
1
号
（
第
２
条
関
係
）

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
所
及
び
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
　

 
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
　
　
　
　
　
　
　

 
印
　

提
出
書
類
等
の
閲
覧
・
写
し
等
の
交
付
申
請
書

　
行
政
不
服
審
査
法
第
38条
第
１
項
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
　
　
　
　
　
　
　
　

　
行
政
不
服
審
査
法
第
９
条
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
38条
第
１
項


 
 の
規
定
に
よ
り
，
提

　
行
政
不
服
審
査
法
第
66条
第
１
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
38条
第
１
項



出
書
類
等
の
閲
覧
・
写
し
等
の
交
付
を
求
め
ま
す
。

　
１
　
閲
覧
・
交
付
を
求
め
る
提
出
書
類
等
の
写
し
等
に
係
る
審
査
請
求
（
再
審
査
請
求
）

　
　
⑴
　
審
査
請
求
（
再
審
査
請
求
）
年
月
日

　
　
⑵
　
審
査
請
求
人
（
再
審
査
請
求
人
）
の
氏
名
又
は
名
称

　
　
⑶
　
審
査
請
求
（
再
審
査
請
求
）
に
係
る
処
分
等

　
　

　
　

　
２
　
閲
覧
・
写
し
等
の
交
付
を
求
め
る
提
出
書
類
等
の
内
容

宮　　城　　県　　公　　報（3）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



様
式
第
3
号
（
第
３
条
関
係
）

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

手
数
料
納
入
書

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
所
及
び
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
　

 
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
　
　
　
　
　
　
　

 
印
　

１
　
交
付
を
求
め
る
提
出
書
類
等
の
写
し
等
・
提
出
資
料
の
写
し
等
の
内
容

２
　
納
入
す
る
手
数
料
の
額
　
　
　
　
　
　
円

収
入
証
紙
貼
付
欄

様
式
第
2
号
（
第
２
条
関
係
）

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
所
及
び
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
　

 
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
　
　
　
　
　
　
　

 
印
　

提
出
書
類
等
の
写
し
等
の
交
付
に
係
る
手
数
料
減
免
申
請
書

　
提
出
書
類
等
の
写
し
等
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

　
１
　
交
付
を
求
め
る
提
出
書
類
等
の
写
し
等
に
係
る
審
査
請
求
（
再
審
査
請
求
）

　
　
⑴
　
審
査
請
求
（
再
審
査
請
求
）
年
月
日

　
　
⑵
　
審
査
請
求
人
（
再
審
査
請
求
人
）
の
氏
名
又
は
名
称

　
　
⑶
　
審
査
請
求
（
再
審
査
請
求
）
に
係
る
処
分
等

　
　

　
　

　
２
　
交
付
を
求
め
る
提
出
書
類
等
の
写
し
等
の
内
容

　
３
　
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
求
め
る
理
由
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個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
三
号

　
　
　

個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中

「

 

を

 

」　

「

 

に

 

」　

改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中

「

 

を

 

」　

「

 

に

 

」　

改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
、
様
式
第
十
六
号
、
様
式
第
二
十
号
及
び
様
式
第
二
十
一
号
中

「

 

を

 

」　

「

 

に

 

」　

改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
二
号
中
「異

議
申
立
て
に

」
を
「審

査
請
求
に

」
に
、「第

38条

」
を
「第

37条

」
に
、

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
60日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決

定
が
あ
っ
た
日
か
ら
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
つ
い
て

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
，
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が

あ
っ
た
日
か
ら
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城

県
知
事
と
な
り
ま
す
。），
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又

は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
60日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
 　
上
記
の
「
開
示
を
実
施
す
る
年
月
日
」
ま
で
に
，
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
に
併
せ
て
開
示
処
分
の
執

行
停
止
の
申
立
て
が
な
い
場
合
は
，
貴
殿
（
貴
団
体
）
に
関
す
る
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
，

承
知
願
い
ま
す
。

３
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決

定
が
あ
っ
た
日
か
ら
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
つ
い
て

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
，
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
に
併
せ

て
，
同
裁
判
所
に
開
示
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
，
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が

あ
っ
た
日
か
ら
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城

県
知
事
と
な
り
ま
す
。），
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又

は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

３
 　
上
記
の
「
開
示
を
実
施
す
る
年
月
日
」
ま
で
に
，
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）
又
は
行

政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
37年

法
律
第
139号

）
の
規
定
に
よ
る
開
示
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
が
な
い
場

合
は
，
貴
殿
（
貴
団
体
）
に
関
す
る
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
，
承
知
願
い
ま
す
。

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
60日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決

定
が
あ
っ
た
日
か
ら
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
つ
い
て

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
，
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が

あ
っ
た
日
か
ら
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城

県
知
事
と
な
り
ま
す
。），
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又

は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
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「

 

を

 

」　

「

 

に

 
」　

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
四
号

　
　
　

情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中

「

 

を

 

」　

「

 

に

 

」　

改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
中

「

 

を

 

」　

「

異
議
申
立
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

異
議
申
立
て
の
対
象
と
な
っ

た
決
定

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
　
　
第
　
　
　
号

（
決
定
の
内
容
）

諮
問
を
し
た
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

担
当
課
（
室
）
所
電
話
番
号
（
　
　
　
）
　
－
　
　
　
　
　
内
線

審
査
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

審
査
請
求
の
対
象
と
な
っ
た

決
定
等

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
　
　
第
　
　
　
号

（
決
定
等
の
内
容
）

諮
問
を
し
た
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

担
当

課
（
室
）
電
話
番
号
（
　
　
　
）
　
－
　
　
　
　
　
内
線

（
教
示
）

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
60日
以
内
に
，
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
箇
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決

定
が
あ
っ
た
日
か
ら
６
箇
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
つ
い
て

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
教
示
）

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
，
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が

あ
っ
た
日
か
ら
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城

県
知
事
と
な
り
ま
す
。），
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又

は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

（
教
示
）

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
60日
以
内
に
，
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
箇
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決

定
が
あ
っ
た
日
か
ら
６
箇
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
つ
い
て

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
教
示
）

１
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
，
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

２
 　
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
以
内
（
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
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に

 

」　

改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「異

議
申
立
て
に

」
を
「審

査
請
求
に

」
に
、「第

15条

」
を
「第

14条

」
に
、

「

 

を

 

」　

「

 

に

 

」　

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
五
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
の
表
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
県
民
税
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
（
納
税
義
務
者
が

県
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
住
所
又

は
居
所
が
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
十
五
条
、
第
十
六
条
又
は
第
十
八
条
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。）

住
所
又
は
居
所
の
所
在
地

　

第
六
条
第
一
項
の
表
自
動
車
税
（
所
有
者
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
で
こ
れ
ら
の
所
有
者
の
い
ず
れ
か
が
法
令
の
規
定

に
基
づ
き
当
該
自
動
車
に
対
し
て
自
動
車
税
を
課
さ
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
条
例
第
百
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

普
通
徴
収
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
紙
徴
収
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
徴
収
及
び
自
動
車
税
の
特
例
に
関

す
る
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
証
紙
徴
収
に
限
る
。）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

自
動
車
税
（
前
項
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ

つ
て
、
か
つ
、
所
有
者
又
は
使
用
者
の
住
所
地
が
県
外

に
あ
る
場
合
に
限
る
。）

仙
台
中
央
県
税
事
務
所
所
轄
の
地

　

第
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第

一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３ 　

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
の
訂
正
又
は
添
付
す
べ
き
書
類
の
訂
正
若

し
く
は
提
出
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
徴
収
猶
予
申
請
書
等
補
正
通
知
書
に
よ
り
当
該
申

請
書
を
提
出
し
た
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５ 　

法
第
十
五
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
差
押
え
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
徴
収
猶
予
に
伴
う
差

押
解
除
申
請
書
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６ 　

県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
差
押
え
を
解
除
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
差
押
解
除
通
知

あ
っ
た
日
か
ら
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表
す
る
者
は
宮
城

県
知
事
と
な
り
ま
す
。），
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
決
定
又

は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
，
決
定
又
は
裁
決
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

３
 　
上
記
の
「
開
示
を
実
施
す
る
年
月
日
」
ま
で
に
，
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）
又
は
行

政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
37年

法
律
第
139号

）
の
規
定
に
よ
る
開
示
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
が
な
い
場

合
は
，
貴
殿
（
貴
団
体
）
に
関
す
る
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
，
承
知
願
い
ま
す
。

異
議
申
立
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

異
議
申
立
て
の
対
象
と
な

っ
た
決
定

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
　
　
第
　
　
　
号

（
決
定
の
内
容
）

諮
問
を
し
た
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

担
当

課
（
所
）

電
話
番
号
（
　
　
　
）
　
－
　
　
　
　
　
内
線

審
査
請
求
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

審
査
請
求
の
対
象
と
な
っ

た
決
定
等

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
　
　
第
　
　
　
号

（
決
定
等
の
内
容
）

諮
問
を
し
た
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

担
当

課
電
話
番
号
（
　
　
　
）
　
－
　
　
　
　
　
内
線
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書
に
よ
り
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
二
条
の
七
の
見
出
し
を
「（
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
等
の
通
知
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
の

六
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
五
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
換

価
の
猶
予
処
分
通
知
書
」
を
「
換
価
の
猶
予
取
消
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
申
請
等
）

第 

十
二
条
の
七
の
二　

法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
換
価
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
換
価
の
猶

予
申
請
書
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
換
価
の
猶
予
期
間
延
長
申
請
書
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 　

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
申
請
書
の
訂
正
又
は
添
付
す
べ
き
書
類
の
訂
正
若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

旨
を
記
載
し
た
換
価
の
猶
予
申
請
書
等
補
正
通
知
書
に
よ
り
、
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
滞
納
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４ 　

県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
審
査
の
上
処
分
を
決
定

し
、
遅
滞
な
く
換
価
の
猶
予
処
分
通
知
書
又
は
換
価
の
猶
予
期
間
延
長
処
分
通
知
書
に
よ
り
滞
納
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５ 　

県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
に
よ
り
換
価
の
猶
予
を
し
た
者
に
つ
い
て
法
第
十
五
条
の
六
の

三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
換
価
の
猶
予
の
取
消
し
を
し

た
と
き
は
、
換
価
の
猶
予
取
消
通
知
書
に
よ
り
滞
納
者
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）」
を
削
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
四
項
」
に
改
め
、
第
五
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
五

号
を
加
え
る
。

　

五 　

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
防
災
街
区
整
備
事
業
の
施
行
地
区
内
に
宅
地
、
借
地
権

若
し
く
は
建
築
物
又
は
指
定
宅
地
若
し
く
は
そ
の
使
用
収
益
権
を
有
し
て
い
た
事
実
を
証
明
す
る
書
類

　

六 　

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
一
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る

書
類

　

七 　

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
二
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
認
可
を
受
け
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

　

八 　

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
三
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
事
業
者
内
保
育
事
業
の
認
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す

る
書
類

　

九 　

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
四
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
の
認
定
を
受
け
た
こ
と

を
証
す
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
一

　

別
表
様
式
第
十
八
号
の
項
中
「
徴
収
猶
予
申
請
書
」
を　

徴
収
猶
予
申
請
書　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
項
の
次
に

 

そ
の
二
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

様
式
第
十
八
号
の
二
の
二　

財
産
目
録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

条
例
第
十
三
条
の
三

　

様
式
第
十
八
号
の
二
の
三　

財
産
収
支
状
況
書　
　
　
　
　
　
　
　

条
例
第
十
三
条
の
三

　

様
式
第
十
八
号
の
二
の
四　

収
支
の
明
細
書　
　
　
　
　
　
　
　
　

条
例
第
十
三
条
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
徴
収
猶
予　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
表
様
式
第
十
八
号
の
三
の
項
中　
　
　
　
　
　

処
分
通
知
書　

を　

徴
収
猶
予
処
分
取
消
通
知
書　

に
、「
そ
の
二
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

換
価
の
猶
予　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

を
「
そ
の
二

そ
の
三
」
に
、「
規
則
第
十
二
条
の
四

規
則
第
十
二
条
の
六

規
則
第
十
二
条
の
七
」
を
「
規
則
第
十
二
条
の
六

規
則
第
十
二
条
の
四

規
則
第
十
二
条
の
六
」
に
改
め
る
。

　

別
表
様
式
第
十
八
号
の
四
の
項
中
「
そ
の
二
」
を
「
そ
の
二

そ
の
三
」
に
、「
規
則
第
十
二
条
」
を
「
規
則
第
十
二
条

規
則
第
十
二
条
」
に

改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

様
式
第
十
八
号
の
五　
　
　

徴
収
猶
予

換
価
の
猶
予
申
請
書
等
補
正
通
知
書　

規
則
第
十
二
条　
　
　
　

規
則
第
十
二
条
の
七
の
二

　

様
式
第
十
八
号
の
六　
　
　

徴
収
猶
予
に
伴
う
差
押
解
除
申
請
書　

規
則
第
十
二
条

　

別
表
様
式
第
二
十
一
号
の
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
一
号
の
七　
　

換
価
の
猶
予
申
請
書　
　
　
　
　
　
　

規
則
第
十
二
条
の
七
の
二

　

別
表
様
式
第
二
十
一
号
の
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

様
式
第
二
十
一
号
の
八　
　

換
価
の
猶
予
期
間
延
長
申
請
書　
　
　

規
則
第
十
二
条
の
七
の
二

　

様
式
第
二
十
一
号
の
九　
　

換
価
の
猶
予
処
分

取
消
通
知
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
一　
　

規
則
第
十
二
条
の
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
二　
　

規
則
第
十
二
条
の
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
三　
　

規
則
第
十
二
条
の
七
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
四　
　

規
則
第
十
二
条
の
七
の
二

　

様
式
第
二
十
一
号
の
十　
　

換
価
の
猶
予
期
間
延
長
処
分
通
知
書　

規
則
第
十
二
条
の
七
の
二

　

別
表
様
式
第
四
十
四
号
の
項
中
「
そ
の
一

そ
の
二

そ
の
三
」
を
削
る
。

　

別
表
様
式
第
六
十
三
号
の
二
の
項
を
別
表
様
式
第
六
十
三
号
の
項
と
す
る
。

　

様
式
第
四
号
の
三
、
様
式
第
五
号
（
そ
の
一
）
裏
、
様
式
第
五
号
（
そ
の
三
）
裏
、
様
式
第
五
号
（
そ
の
四
）
裏
、

様
式
第
五
号
（
そ
の
五
）
裏
、
様
式
第
五
号
（
そ
の
六
）
裏
、
様
式
第
五
号
（
そ
の
七
）
裏
、
様
式
第
五
号
の
二
（
そ

の
一
）
裏
、
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
二
）
裏
、
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
三
）
裏
、
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
四
）

裏
、
様
式
第
八
号
（
そ
の
一
）
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
、
様
式
第
十
三
号
、
様
式
第
十
五
号
、
様
式
第
十
五

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （8）



号
の
二
裏
、
様
式
第
十
五
号
の
三
、
様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
の
二
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
八
号
を
様
式
第
十
八
号
（
そ
の
二
）
と
し
、
様
式
第
十
七
号
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

宮　　城　　県　　公　　報（9）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



様式第18号（その１）

徴　収　猶　予　申　請　書

　　　宮城県　　　　　　　　所長　殿

　 　地方税法第15条第　　　項の規定により，以下のとおり徴収の猶予を申請します。

申　
　
　

請　
　
　

者

住 所
所在地 電話番号　　　　（　　　　）

申請年月日 　　　年　　月　　日
氏 名
名 称 印　

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号
↓個人番号の記載にあたつては，左端を空欄とし，ここから記載してください。

納
付
（
納
入
）
す
べ
き
徴
収
金

年度 税 目 課 税 番 号 納 期 限 税 額 加 算 金 延 滞 金 滞納処分費 備 考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

納付（納入）すべき徴収金のうち，
徴収猶予を受けようとする金額　　

猶予該当
事実の詳細

徴収金を一
時に納付（納
入）すること
ができない
事情の詳細

納
付
（
納
入
）
計
画

年 月 日 納付（納入）金額 年 月 日 納付（納入）金額 年 月 日 納付（納入）金額

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

猶 予 期 間 　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　　月間

担　保
□　有
□　無

担保財産の詳細又は
提 供 で き な い
特 別 の 事 情

添付する
書　　類 □　猶予該当事実証明書類　　 □　財産目録　　 □　財産収支状況書　　 □　収支の明細書　　 □　担保関係書類

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （10）



　

様
式
第
十
八
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮　　城　　県　　公　　報（11）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



様式第18号の 2

徴 収 猶 予 期 間 延 長 申 請 書

　　　宮城県　　　　　　　　所長　殿

　 　地方税法第15条第４項の規定により，以下のとおり徴収の猶予期間の延長を申請します。

申

請

者

住 所
所在地 電話番号　　　　（　　　　）

申請年月日 　　　年　　月　　日
氏 名
名 称 印　

猶
予
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
徴
収
金

年度 税 目 課 税 番 号 納 期 限 税 額 加 算 金 延 滞 金 滞納処分費 備　考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

猶予期間内
に猶予を受
けた金額を
納付（納入）
することが
で き な い
理 由

納
付
（
納
入
）
計
画

年 月 日 納付（納入）金額 年 月 日 納付（納入）金額 年 月 日 納付（納入）金額

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

延 長 期 間 　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　　月間

担　保
□　有
□　無

担保財産の詳細又は
提 供 で き な い
特 別 の 事 情

添付する
書　　類 　□　財産目録　　　 □　財産収支状況書　　　 □　収支の明細書　　　 □　担保関係書類

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （12）



　

様
式
第
十
八
号
の
三
（
そ
の
二
）
を
削
る
。

　

様
式
第
十
八
号
の
三
（
そ
の
一
）
中
「第

15条
第
４
項

」
を
「第

15条
の
２
の
２

」
に
、「60日

」
を
「３

か
月

」

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
八
号
の
三
（
そ
の
三
）
と
し
、
様
式
第
十
八
号
の
二
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。

宮　　城　　県　　公　　報（13）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



様式第18号の 2の 2

財　　産　　目　　録

 年　　月　　日　　
　１　住所・氏名等

住 所
所 在 地

氏 名
名 称

　２　財産の状況
　　⑴　預貯金等の状況

金 融 機 関 等 の 名 称 預 貯 金 等
の 種 類 預 貯 金 等 の 額 金 融 機 関 等 の 名 称 預 貯 金 等

の 種 類 預 貯 金 等 の 額

手 持 ち 現 金 現 金 円　 円　

円　 円　

円　 円　

　⑵　売掛金・貸付金等の状況
預　貯　金　等　合　計　A 円　

売 掛 先 等 の 名 称 ・ 住 所 種 類 回収予定日 回 収 方 法 売 掛 金 等 の 額

・　・ 円　

・　・ 円　

・　・ 円　

・　・ 円　

　⑶　その他の財産の状況

財 産 の 種 類 担 保 等 直ちに納付（納入）
に充てられる金額

国 債 ・ 株 式 等 □ 円　

不 動 産 等 □ 円　

車 両 □ 円　

そ の 他 財 産
（敷金，保証金，保険等） □ 円　

合計B 円　
　⑷　借入金・買掛金の状況

借 入 先 等 の 名 称 借入金等の金額 月 額 返 済 額 返済終了（支払）
年 月 日

追加借入
の 可 否 担 保 提 供 財 産 等

円　 円　 　　年　　月 可・否

円　 円　 　　年　　月 可・否

円　 円　 　　年　　月 可・否

３　現在納付（納入）可能資金額

①当座資金額（A＋B） ②当面の必要資金額（C） ③現在納付（納入）可能資金額（①－②）

円　 円　 円　

　「②当面の必要資金額」の内容

項　　　　目 金　　　　額 内　　　　　　　容

支
出
見
込

事 業 支 出 円　

生 活 費
（個人の場合のみ） 円　 【扶養親族　　　　人】

収 入 見 込 円　

（支出見込）－（収入見込）C 円　 マイナスになった場合は０円

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （14）



様式第18号の 2の 3

財　産　収　支　状　況　書

 年　　月　　日　　
　１　住所・氏名等

住 所
所 在 地

氏 名
名 称

　２　現在納付（納入）可能資金額

現金及び預貯金等 預貯金等の
種 類 預貯金等の額 納付（納入）

可 能 金 額 納 付 （ 納 入 ） に 充 て ら れ な い 事 情

現　　　　　　　金 円　 円　 □　運転資金　□　生活費　□　その他

円　 円　 □　運転資金　□　生活費　□　その他

円　 円　 □　運転資金　□　生活費　□　その他

円　 円　 □　運転資金　□　生活費　□　その他

現在納付（納入）可能資金額 円　

３　今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）　　　　４　分割納付（納入）計画

区　　　　　分 見　込　金　額 月 分割納付（納入）金額 備考

収　

入

売上，給与，報酬 円　 　月 円　

その他（ ） 円　 　月 円　

円　 　月 円　

　①　収　入　合　計 円　 　月 円　

支　
　
　
　
　
　

出

仕入 円　 　月 円　

給与，役員給与 円　 　月 円　

家賃等 円　 　月 円　

諸経費 円　 　月 円　

借入返済 円　 　月 円　

円　 　月 円　

円　 　月 円　

生活費（扶養親族 人） 円　 　月 円　

　②　支　出　合　計 円　 【備考】

　③　納付（納入）可能基準額
　　　（①－②） 円　

５　財産等の状況
　⑴　売掛金・貸付金等の状況

売 掛 先 等 の 名 称 ・ 住 所 売 掛 金 等 の 額 回収予定日 種　　類 回 収 方 法

円　 ・　・

円　 ・　・

円　 ・　・

　⑵　その他の財産の状況

不動産等 国債・株式等

車　　両 そ の 他
（保険等）

　⑶　借入金・買掛金の状況

借 入 先 等 の 名 称 借入金等の金額 月額返済額 返済終了（支払）
年 月

追加借入
の 可 否 担 保 提 供 財 産 等

円　 円　 　　　年　　　月 可・否

円　 円　 　　　年　　　月 可・否

宮　　城　　県　　公　　報（15）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



様式第18号の 2の 4

収　支　の　明　細　書

 年　　月　　日　　
　１　住所・氏名等

住 所
所 在 地

氏 名
名 称

　２　直前１年間における各月の収入及び支出の状況

年　　月 ①総収入金額 ②総支出金額 ③差額（①－②） 備　　　　　　　　　　考

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　　年　　月 円　 円　 円　

　３　今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）

区　　　　　　　　分 見 込 金 額 区　　　　　　　　分 見 込 金 額

収　
　
　
　
　
　
　
　

入

円　

支　
　
　
　
　
　
　
　

出

円　

円　 円　

円　 円　

円　 円　

円　 円　

円　 円　

円　 円　

円　 円　

円　 生活費（扶養親族 人）　　　 円　

①　収　　入　　合　　計 円　 ②　支　　出　　合　　計 円　

③　納付（納入）可能基準額（①－②） 円　

【備考】
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　４　今後１年以内における臨時的な収入及び支出の見込金額

内訳 内　　　容 年　　　月 金　　　額

臨
時
収
入

　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　

臨
時
支
出

　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　

５　今後１年以内に納付（納入）すべきことが見込まれる県税及び国税等

年　　月 税　　　目 金　　　　額 年　　月 税　　　目 金　　　　額

　　　年　　　月 円　 　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　 　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　 　　　年　　　月 円　

　　　年　　　月 円　 　　　年　　　月 円　

６　家族（役員）の状況

続柄
（役職） 氏　　　　名 生　年　月　日 収入・報酬（月額）

（専従者給与を含む） 職業・所有財産等

円　

円　

円　

円　

７　分割納付（納入）年月日及び分割納付（納入）金額

納付（納入）年月日 ①納付（納入）
可 能 基 準 額

②季節変動等
に伴う増減額 ③臨時的入出金額 ④ 県 税 等

納付（納入）額
⑤分割納付（納入）金額
（① ＋ ② ＋ ③ － ④）

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

　　年　　月　　日 円　 円　 円　 円　 円　

宮　　城　　県　　公　　報（17）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



様式第18号の 3（その１）

徴　収　猶　予　処　分　通　知　書

 第　　　　　号　　
 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　様

 宮城県　　　　　　　　所長　印　

　あなた（貴社）が　　　　年　　　月　　　日付で申請した徴収の猶予については，下記のとおり許可　・　変更　・　不許可
したので，地方税法第15条の２の２第１項（地方税法第15条の２の２第２項）の規定により通知します。

　あなたが納付（納入）しなければならない徴収金は　下記計画のとおり即　　　　　　時　納付（納入）してください。

納
付
（
納
入
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
徴
収
金

年度 税　目 課税番号 納期限 税　額 加算金 延滞金 滞納処分費 備　考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

猶　予　期　間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　　月間

納
付
（
納
入
）
計
画

年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

１ 　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に知事に対して審査請求
をすることができます。

２ 　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に審査請求の裁決があつたことを知つた日の
翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま
す。ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。

　⑴　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　⑵　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　⑶　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （18）



様式第18号の 3（その２）

徴　収　猶　予　取　消　通　知　書

 第　　　　　号　　
 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　様

 宮城県　　　　　　　　所長　印　

　　　　　年　　　月　　　日付で徴収の猶予を許可した以下の徴収金については，地方税法第15条の３第１項第　　　　号に該
当し，徴収の猶予を取り消したので，同条第３項の規定により通知します。

　あなたが納付（納入）しなければならない徴収金は　即時　納付（納入）してください。

納
付
（
納
入
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
徴
収
金

年度 税　目 課税番号 納期限 税　額 加算金 延滞金 滞納処分費 備　考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

取　
　

消　
　

理　
　

由

１ 　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に知事に対して審査請求
をすることができます。

２ 　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に審査請求の裁決があつたことを知つた日の
翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま
す。ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。

　⑴　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　⑵　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　⑶　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

宮　　城　　県　　公　　報（19）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



　

様
式
第
十
八
号
の
四
（
そ
の
二
）
中
「第

51条
第
４
項

」
を
「第

15条
の
２
の
２
第
２
項

」
に
、「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
八
号
の
四
（
そ
の
三
）
と
す
る
。

  

様
式
第
十
八
号
の
四
（
そ
の
一
）
中
「許

可

」
を
「許

可

　

・　

変
更

」
に
、「第

15条
第
４
項

」
を
「第

15条
の

２
の
２
第
１
項

」
に
、「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
八
号
の
四
（
そ
の
二
）
と
し
、
様
式

第
十
八
号
の
三
（
そ
の
三
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （20）



様式第18号の 4（その１）

徴　収　猶　予　期　間　延　長　処　分　通　知　書

 第　　　　　号　　
 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　様

 宮城県　　　　　　　　所長　印　

　あなた（貴社）が　　　　年　　　月　　　日付で申請した徴収猶予期間の延長については，下記のとおり　許可　・　変更
しましたので，地方税法第15条の２の２第１項の規定により通知します。
　なお，「納付（納入）計画」にしたがつて，その期限までに納付（納入）してください。

　あなたが納付（納入）しなければならない徴収金は　下記計画のとおり　納付（納入）してください。

納
付
（
納
入
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
徴
収
金

年度 税　目 課税番号 納　期　限 税　　　額 加　算　金 延　滞　金 滞納処分費 備　　　考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

延　長　期　間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　　月間

納
付
（
納
入
）
計
画

年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

１ 　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に知事に対して審査請求
をすることができます。

２ 　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に審査請求の裁決があつたことを知つた日の
翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま
す。ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。

　⑴　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　⑵　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　⑶　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

宮　　城　　県　　公　　報（21）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



　

様
式
第
十
八
号
の
四
（
そ
の
三
）
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
18号
の
5

徴
収
猶
予
（
換
価
の
猶
予
）
申
請
書
等
補
正
通
知
書

 
第
　
　
　
　
　
号
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

 
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
印
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
で
提
出
の
あ
つ
た
あ
な
た
（
貴
社
）
の
申
請
書
又
は
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
，
地

方
税
法
第
15条

の
２
第
６
項
（
同
法
第
15条

の
６
の
２
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
，
以
下
の
補
正
内
容
に
従
い
，
こ
の
通
知
書
を
受
領
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
20

日
以
内
に
補
正
を
行
つ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
，
こ
の
通
知
書
を
受
領
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
20日
以
内
に
こ
れ
ら
の
書
類
の
補
正
が
行
わ
れ

な
い
場
合
に
は
，
地
方
税
法
第
15条
の
２
第
８
項
（
同
法
第
15条
の
６
の
２
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）
に
よ
り
，
当
該
期
間
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
徴
収
の
猶
予
（
換
価
の
猶
予
）
申
請
を
取
り
下
げ

た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

補
正
を
求
め
る
書
類

補
　
　
正
　
　
内
　
　
容

１
 　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
か
月
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
 　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
に
，
審
査

請
求
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ

る
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
る
こ
と
な
く
，
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
⑴
　
審
査
請
求
を
し
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

　
⑵
 　
処
分
，
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る

と
き
。

　
⑶
　
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （22）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　

「

　

様
式
第
二
十
号
（
そ
の
三
）
中　
　
　

を　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　

」

「
 

を　
　
　

 

」　
　
　
　

「

 

に
、　
　

 

」　
　
　
　

（産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業の用に供する不動産）

（心身障害者を多数雇用する事業の用に供する不動産）

認
定
を
受
け
た

計
画
の
名
称

認
定
を
受
け
た
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

支
給
を
受
け
た

助
成
金
の
名
称

助
成
金
を

受
け
た
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　

様
式
第
18号
の
6

徴
収
猶
予
に
伴
う
差
押
解
除
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
殿

申請者

住
　
所

所
在
地

氏
　
名

名
　
称

 
印
　

法
人
番
号

滞納者

住
　
所

所
在
地

氏
　
名

名
　
称

徴
収
猶
予

許
可
年
月
日
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

差
押
年
月
日
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

解
除
を
請
求

す
る
財
産

備
考

宮　　城　　県　　公　　報（23）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



「
 

を　
　
　

 

」　
　
　
　

「

 

に
改
め
る
。

 

」　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　

「

　

様
式
第
二
十
号
の
四
中　
　
　

を　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　

」

「

 

を　
　
　

 

」　
　
　
　

「

 

に
、　　　

 

」　
　
　
　

「

 
を　
　
　

 

」　
　
　
　

「

 

に
改
め
る
。

 

」　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　

「

　

様
式
第
二
十
号
の
五
中　
　
　

を　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　

」

　

様
式
第
二
十
号
の
六
、
様
式
第
二
十
号
の
九
、
様
式
第
二
十
一
号
の
三
及
び
様
式
第
二
十
一
号
の
五
中
「60日

」
を

「３
か
月

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
一
号
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

納税者

住
所

（
所
在
地
）

氏
名
（
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

個
人
番
号
又
は

法
人
番
号

↓
個
人
番
号
の
記
載
に
当
た
つ
て
は
，
左
端
を
空
欄
と
し
，
こ
こ
か
ら
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
納
税
者
　
住
所
（
所
在
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
（
名
称
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

（市街地再開発用）

（再開発会社用）

組
合
員
へ
の
譲
渡

予
定
年
月
日

組
合
員
へ
の
譲
渡

予
定
年
月
日

譲
渡
予
定
年
月
日

譲
渡
予
定
年
月
日

 
市
街
地
開
発
組
合
の
所
在
地
及
び
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
事
業
協
同
組
合
等
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
組
合
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　
　

納税者

住
所

名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

 
印
　

法
人
番
号

（農地保有合理化事業用）

（農地利用集積円滑化団体等用及び土地改良区用）

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （24）



様式第21号の 7

換　価　の　猶　予　申　請　書

　　　宮城県　　　　　　　　所長　殿

　 　地方税法第15条の６の２第１項の規定により，以下のとおり換価の猶予を申請します。

申　
　
　

請　
　
　

者

住 所
所在地 電話番号　　　　（　　　　）

申請年月日 　　　年　　月　　日
氏 名
名 称 印　

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号
↓個人番号の記載にあたつては，左端を空欄とし，ここから記載してください。

納
付
（
納
入
）
す
べ
き
徴
収
金

年度 税 目 課 税 番 号 納 期 限 税 額 加 算 金 延 滞 金 滞納処分費 備 考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

納付（納入）すべき県税のうち，納付（納入）
を 困 難 と す る 金 額

徴収金を一
時に納付（納
入）すること
により事業
の継続又は
生活の維持
が困難とな
る 事 情 の
詳 細

納
付
（
納
入
）
計
画

年 月 日 納付（納入）金額 年 月 日 納付（納入）金額 年 月 日 納付（納入）金額

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

猶 予 期 間 　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　　月間

担　保
□　有
□　無

担保財産の詳細又は
提供できない特別の
事 情

添付する
書　　類 　□　財産目録　　　□　財産収支状況書　　　□　収支の明細書　　　□　担保関係書類

宮　　城　　県　　公　　報（25）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



　

様
式
第
二
十
一
号
の
七
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （26）



様式第21号の 8

換 価 の 猶 予 期 間 延 長 申 請 書

　　　宮城県　　　　　　　　所長　殿

　 　地方税法第15条の６の２第２項の規定により，以下のとおり換価の猶予期間の延長を申請します。

申

請

者

住 所
所在地 電話番号　　　　（　　　　）

申請年月日 　　　年　　月　　日
氏 名
名 称 印　

猶
予
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
徴
収
金

年度 税 目 課 税 番 号 納 期 限 税 額 加 算 金 延 滞 金 滞納処分費 備　 考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

猶予期間内
に猶予を受
けた金額を
納付（納入）
することが
で き な い
理 由

納
付
（
納
入
）
計
画

年 月 日 納付（納入）金額 年 月 日 納付（納入）金額 年 月 日 納付（納入）金額

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

延 長 期 間 　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　　月間

担　保
□　有
□　無

担 保 財 産 の 詳 細
又は提供できない
特 別 の 事 情

添付する
書　　類 　□　財産目録　　　□　財産収支状況書　　　□　収支の明細書　　　□　担保関係書類

宮　　城　　県　　公　　報（27）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



様式第21号の 9（その１）

換　価　の　猶　予　処　分　通　知　書

 第　　　　　号　　

 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　様

 宮城県　　　　　　　　所長　印　

　下記のとおり換価の猶予を　　決定　・　変更　　しましたから，地方税法第15条の５の２第３項において準用する同法第15条

の２の２第１項の規定により通知します。

　あなたが納付（納入）しなければならない徴収金は　下記計画のとおり　納付（納入）してください。

納
付
（
納
入
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
徴
収
金

年度 税　目 課税番号 納期限 税　額 加算金 延滞金 滞納処分費 備　考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

猶　予　期　間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　　月間

納
付
（
納
入
）
計
画

年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

担　保
□　有

□　無
担 保 財 産 の 詳 細

提出する
書 類 　□　財産目録　　　□　財産収支状況書　　　□　収支の明細書　　　□　担保関係書類

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （28）



１ 　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に知事に対して審査請求

をすることができます。

２ 　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に審査請求の裁決があつたことを知つた日の

翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま

す。ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。

　⑴　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。

　⑵　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

　⑶　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

宮　　城　　県　　公　　報（29）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



様式第21号の 9（その２）

換　価　の　猶　予　取　消　通　知　書

 第　　　　　号　　
 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　様

 宮城県　　　　　　　　所長　印　

　　　　　年　　　月　　　日付で換価の猶予を許可した以下の徴収金については，地方税法第15条の５の３第２項において読み
替えて準用する同法第15条の３第１項第　　号に該当し，換価の猶予を取り消したので，同法第15条の５の３第２項において準用
する同法第15条の３第３項の規定により通知します。

　あなたが納付（納入）しなければならない徴収金は　即時　納付（納入）してください。

納
付
（
納
入
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
徴
収
金

年度 税　目 課税番号 納期限 税　額 加算金 延滞金 滞納処分費 備　考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

取　
　

消　
　

理　
　

由

１ 　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に知事に対して審査請求
をすることができます。

２ 　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に審査請求の裁決があつたことを知つた日の
翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま
す。ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。

　⑴　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　⑵　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　⑶　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （30）



様式第21号の 9（その３）

換　価　の　猶　予　処　分　通　知　書

 第　　　　　号　　
 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　様

 宮城県　　　　　　　　所長　印　

　あなた（貴社）が　　　　年　　　月　　　日付で申請した換価の猶予については，下記のとおり　許可　・　変更　・　不許
可　したので，地方税法第15条の６の２第３項において準用する同法第15条の２の２第１項（同法第15条の６の２第３項において
読み替えて準用する同法第15条の２の２第２項）の規定により通知します。

　あなたが納付（納入）しなければならない徴収金は　下記計画のとおり即　　　　　　時　納付（納入）してください。

納
付
（
納
入
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
徴
収
金

年度 税　目 課税番号 納期限 税　額 加算金 延滞金 滞納処分費 備　考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

猶　予　期　間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　　月間

納
付
（
納
入
）
計
画

年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

１ 　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に知事に対して審査請求
をすることができます。

２ 　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に審査請求の裁決があつたことを知つた日の
翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま
す。ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。

　⑴　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　⑵　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　⑶　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

宮　　城　　県　　公　　報（31）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



様式第21号の 9（その４）

換　価　の　猶　予　取　消　通　知　書

 第　　　　　号　　
 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　様

 宮城県　　　　　　　　所長　印　

　　　　　年　　　月　　　日付で換価の猶予を許可した以下の徴収金については，地方税法第15条の６の３第２項において準用
する同法第15条の３第１項第　　号（同法第15条の６の３第２項において読み替えて準用する同法第15条の３第１項第２号）に該
当し，換価の猶予を取り消したので，同法第15条の６の３第２項において準用する同法第15条の３第３項の規定により通知します。

　あなたが納付（納入）しなければならない徴収金は　即時　納付（納入）してください。

納
付
（
納
入
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
徴
収
金

年度 税　目 課税番号 納期限 税　額 加算金 延滞金 滞納処分費 備　考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

取　
　

消　
　

理　
　

由

１ 　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に知事に対して審査請求
をすることができます。

２ 　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に審査請求の裁決があつたことを知つた日の
翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま
す。ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。

　⑴　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　⑵　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　⑶　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

宮　　城　　県　　公　　報号外第10号　平成28年３月31日　木曜日 （32）



様式第21号の10

換 価 の 猶 予 期 間 延 長 処 分 通 知 書

 第　　　　　号　　
 年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　様

 宮城県　　　　　　　　所長　印　

　あなた（貴社）が　　　　年　　　月　　　日付で申請した換価の猶予期間の延長については，下記のとおり　許可　・　変
更　・　不許可　したので，地方税法第15条の６の２第３項において準用する同法第15条の２の２第１項（同法第15条の６の２第
３項において読み替えて準用する同法第15条の２の２第２項）の規定により通知します。
　なお，「納付（納入）計画」にしたがつて，その期限までに納付（納入）してください。

　あなたが納付（納入）しなければならない徴収金は　下記計画のとおり即　　　　　　時　納付（納入）してください。

納
付
（
納
入
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
徴
収
金

年度 税　目 課税番号 納期限 税　額 加算金 延滞金 滞納処分費 備　考

・　　・ 円 円 円 円

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

・　　・

延　長　期　間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで　　　　　月間

納
付
（
納
入
）
計
画

年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額 年　月　日 納付（納入）金額

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

円　 円　 円　

１ 　この処分について不服があるときは，この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に知事に対して審査請求
をすることができます。

２ 　この処分について不服があるときは，この処分についての審査請求の裁決を経た後に審査請求の裁決があつたことを知つた日の
翌日から起算して６か月以内に宮城県を被告として仙台地方裁判所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま
す。ただし，次に掲げる場合には，審査請求の裁決を経ることなく，この処分についての取消しの訴えを提起することができます。

　⑴　審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。
　⑵　処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　⑶　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

宮　　城　　県　　公　　報（33）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



　

様
式
第
二
十
五
号
の
二
、
様
式
第
二
十
六
号
の
三
、
様
式
第
二
十
六
号
の
五
、
様
式
第
二
十
六
号
の
七
、
様
式
第
二

十
七
号
、
様
式
第
二
十
八
号
裏
、
様
式
第
二
十
八
号
の
二
裏
、
様
式
第
三
十
号
の
四
、
様
式
第
三
十
二
号
の
三
及
び
様

式
第
三
十
七
号
の
二
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
の
二
中

「

 

を

 

」　

「

 

に

 

」　

改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
三
十
九
号
中

法人事業税・地方法人特別税

承認等の内容

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
延
長

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

地
方
税
法
第
72条
の
25第
３
項

（
同
　
　
第
72条
の
25第
５
項
）

（
同
　
　
第
72条
の
28第
２
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
延
長

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
申
告
期
限
　
　
年
　
　
月
　
　
日

地
方
税
法
第
72条
の
25第
２
項

（
同
　
　
第
72条
の
25第
４
項
）

（
同
　
　
第
72条
の
25第
６
項
）

（
同
　
　
第
72条
の
25第
11項
）

（
同
　
　
第
72条
の
28第
２
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
に
変
更

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
延
長
承
認
の
取
消
し
・
廃
止

地
方
税
法
施
行
令

　
　
　
　
第
24条
の
４
第
２
項

（
同
　
　
第
24条
の
４
第
４
項
）

（
同
　
　
第
24条
の
４
の
２
）

（
同
　
　
第
24条
の
４
の
３
）

法人県民税

届出の内容

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
延
長

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

法
人
税
法
第
75条
の
２
第
１
項

（
同
　
　
第
81条
の
24第
１
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
に
変
更

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

法
人
税
法
第
75条
の
２
第
３
項

（
同
　
　
第
81条
の
24第
３
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
に
変
更

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
延
長
承
認
の
取
消
し
・
廃
止

法
人
税
法
第
75条
の
２
第
３
項

（
同
　
　
第
75条
の
２
第
５
項
）

（
同
　
　
第
81条
の
24第
３
項
）

法人事業税・地方法人特別税

承認等の内容

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
延
長

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

地
方
税
法
第
72条
の
25第
３
項

（
同
　
　
第
72条
の
25第
５
項
）

（
同
　
　
第
72条
の
28第
２
項
）

（
同
　
　
第
72条
の
29第
２
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
延
長

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
申
告
期
限
　
　
年
　
　
月
　
　
日

地
方
税
法
第
72条
の
25第
２
項

（
同
　
　
第
72条
の
25第
４
項
）

（
同
　
　
第
72条
の
25第
６
項
）

（
同
　
　
第
72条
の
25第
７
項
）

（
同
　
　
第
72条
の
25第
14項
）

（
同
　
　
第
72条
の
28第
２
項
）

（
同
　
　
第
72条
の
29第
２
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
に
変
更

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
延
長
承
認
の
取
消
し
・
廃
止

地
方
税
法
施
行
令

　
　
　
　
第
24条
の
４
第
２
項

（
同
　
　
第
24条
の
４
第
４
項
）

（
同
　
　
第
24条
の
４
の
３
第
１
項
）

法人県民税

届出の内容

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
延
長

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

法
人
税
法
第
75条
の
２
第
１
項

（
同
　
　
第
81条
の
24第
１
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
月
間
に
変
更

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

法
人
税
法
第
75条
の
２
第
３
項

（
同
　
　
第
81条
の
24第
２
項
）

自
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　

至
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
延
長
承
認
の
取
消
し
・
廃
止

法
人
税
法
第
75条
の
２
第
３
項

（
同
　
　
第
75条
の
２
第
５
項
）

（
同
　
　
第
81条
の
24第
２
項
）

合
計
事
業
税
額

仮
装
経
理
に
基
づ
く
事
業
税
額
の
控
除
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
事
業
税
額

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
事
業
税
額
の
控
除
額

差
引
過
不
足
事
業
税
額

内訳

所
得
割

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入

割

減
少
す
る
事
業
税
額
の
う
ち
仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
更
正
に
伴
う
繰
越
控
除
税
額

地
方
法
人
特
別
税

課
　
税
　
標
　
準

税
率
税

額

所
得
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税

収
入
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税

合
計
地
方
法
人
特
別
税

仮
装
経
理
に
基
づ
く
地
方
法
人
特
別
税
額
の
控
除
額
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」

　

「
を 

に
、「60日

」
を
「３

 

」　
　
　
　
　
　
　
　

か
月

」
に
改
め
る
。　

　

様
式
第
三
十
九
号
の
二
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
三
十
九
号
の
三
表
中 

を　
　
　
　
　
　
　

 

」　
　
　
　
　
　
　
　

「

 

に
改
め
、
同
様
式
裏
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

 

を　

 

」　
　

１
　
２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８
　
９
　
10　
11

12　
13　
14　
15　
16　
17　
18　
19　
20

１
　
２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８
　
９
　
10　
11

12　
13　
14　
15　
16　
17　
18　
19　
20

合
計
事
業
税
額

平
成
27年
改
正
法
附
則
第
８
条
又
は
第
９
条
の
控
除
額

仮
装
経
理
に
基
づ
く
事
業
税
額
の
控
除
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
事
業
税
額

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
事
業
税
額
の
控
除
額

差
引
過
不
足
事
業
税
額

内訳

所
得
割

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入

割

減
少
す
る
事
業
税
額
の
う
ち
仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
更
正
に

伴
う
繰
越
控
除
税
額

地
方
法
人
特
別
税

課
　
税
　
標
　
準

税
率
税

額

所
得
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税

収
入
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税

合
計
地
方
法
人
特
別
税

仮
装
経
理
に
基
づ
く
地
方
法
人
特
別
税
額
の
控
除
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
地
方
法
人
特
別
税
額

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税
の
控
除
額

差
引
過
不
足
地
方
法
人
特
別
税
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
地
方
法
人
特
別
税
額

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税
の
控
除
額

差
引
過
不
足
地
方
法
人
特
別
税
額

１
　
２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８
　
９
　
10　
11

12　
13　
14　
15　
16　
17　
18　
19

１
　
２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８
　
９
　
10　
11

12　
13　
14　
15　
16　
17　
18　
19

１
　
公
社
債
利
子

２
　
銀
行
預
金
利
子

３
　
銀
行
以
外
の
金
融
機
関
の
預
貯
金
利
子

４
　
勤
務
先
預
貯
金
等
の
利
子

５
　
合
同
運
用
信
託
の
収
益
の
分
配

６
　
公
社
債
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配

７
　
郵
便
貯
金
利
子

８
 　
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
の
収
益
の
分

配
９
　
国
外
公
社
債
等
の
利
子
等

10　
財
形
貯
蓄
契
約
に
係
る
生
命
保
険
等
の
差
益

11 　
私
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
の
収
益
の
分

配

12　
社
債
的
受
益
証
券
の
収
益
の
分
配

13 　
国
外
私
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
等
の
収

益
の
分
配

14　
懸
賞
金
付
預
貯
金
等
の
懸
賞
金
等

15　
定
期
積
金
の
給
付
補
て
ん
金

16　
相
互
掛
金
の
給
付
補
て
ん
金

17　
抵
当
証
券
の
利
息

18　
貴
金
属
の
売
戻
し
条
件
付
売
買
の
利
益

19　
外
貨
建
預
貯
金
等
の
為
替
差
益

20 　
一
時
払
養
老
保
険
・
一
時
払
損
害
保
険
等
の

差
益
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「

 

に
改

 

」　
　

め
る
。

　

様
式
第
三
十
九
号
の
四
及
び
様
式
第
三
十
九
号
の
五
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
八
号
中

「

 

を

 

」　

「

 

に

 
」　

改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
九
号
、
様
式
第
五
十
九
号
、
様
式
第
六
十
号
の
二
、
様
式
第
六
十
号
の
五
（
そ
の
一
）、
様
式
第
六
十

号
の
五
（
そ
の
二
）
及
び
様
式
第
六
十
一
号
の
三
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
二
号
の
二
中
「

納
税

番
号

」
を
「

課
税

番
号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
七
号
（
そ
の
二
）
中
「

組
合
員
に
譲
渡

し
た
年
月
日

」
を
「

譲
渡

し
た

年
月

日

」
に
、

「

譲
渡
を
受
け
た
組
合
員
の
住
所

又
は
所
在
及
び
氏
名
又
は
名
称

」
を
「

譲
渡
を
受
け
た
者
の
住
所
又
は

所
在
及
び
氏
名
又
は
名
称

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
八
号
、
様
式
第
六
十
八
号
の
四
か
ら
様
式
第
六
十
八
号
の
八
ま
で
の
規
定
、
様
式
第
七
十
一
号
、
様
式

第
七
十
二
号
、
様
式
第
七
十
二
号
の
七
、
様
式
第
七
十
三
号
、
様
式
第
八
十
五
号
か
ら
様
式
第
八
十
七
号
ま
で
の
規
定
、

様
式
第
九
十
三
号
、
様
式
第
九
十
五
号
、
様
式
第
九
十
六
号
、
様
式
第
百
号
、
様
式
第
百
二
号
、
様
式
第
百
三
号
、
様

式
第
百
八
号
、
様
式
第
百
二
十
一
号
、
様
式
第
百
二
十
三
号
の
五
、
様
式
第
百
二
十
三
号
の
六
裏
、
様
式
第
百
二
十
三

号
の
九
、
様
式
第
百
五
十
号
、
様
式
第
百
五
十
三
号
（
そ
の
一
）、
様
式
第
百
五
十
三
号
（
そ
の
三
）
か
ら
様
式
第
百

五
十
三
号
（
そ
の
五
）
ま
で
の
規
定
及
び
様
式
第
百
五
十
五
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
五
十
七
号
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
、「
二
十
万
円
」
を
「
二
百
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
五
十
八
号
（
そ
の
一
）
中

「

 
宮
城
県　　
　
　
　
　

所
長　
印

 
宮
城
県　　
　

微
税
吏
員　　
　

」
を

「

 

（所　　
属

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
微
税
吏
員　　

氏　　
　

名　
㊞

」
に
、「60日

」

を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
六
十
号
、
様
式
第
百
六
十
一
号
、
様
式
第
百
六
十
七
号
、
様
式
第
百
七
十
号
（
そ
の
一
）
か
ら
様
式
第
百

七
十
号
（
そ
の
三
）
ま
で
の
規
定
、
様
式
第
百
七
十
三
号
、
様
式
第
百
七
十
四
号
、
様
式
第
百
八
十
一
号
（
そ
の
一
）、

様
式
第
百
八
十
四
号
、
様
式
第
百
八
十
六
号
（
そ
の
一
）、
様
式
第
百
九
十
号
、
様
式
第
百
九
十
六
号
、
様
式
第
二
百

七
号
、
様
式
第
二
百
九
号
、
様
式
第
二
百
十
四
号
及
び
様
式
第
二
百
十
七
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
項
の
表
に
個
人
の
行
う
事
業

に
対
す
る
事
業
税
（
納
税
義
務
者
が
県
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
住
所
又
は
居
所
が
所
得
税
法
（
昭

和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
十
五
条
、
第
十
六
条
又
は
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。）

の
項
及
び
自
動
車
税
（
前
項
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
所
有
者
又
は
使
用
者
の
住
所
地
が

県
外
に
あ
る
場
合
に
限
る
。）
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
第
三
十
四

条
第
一
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
四
項
」
に
改
め
、
第
五
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
五
号
を
加
え
る
改

正
規
定
、
別
表
様
式
第
四
十
四
号
の
項
の
改
正
規
定
、
別
表
様
式
第
六
十
三
号
の
二
の
項
を
別
表
様
式
第
六
十
三
号

の
項
と
す
る
改
正
規
定
、
様
式
第
二
十
号
（
そ
の
三
）
の
改
正
規
定
、
様
式
第
二
十
号
の
四
の
改
正
規
定
、
様
式
第

主
た
る
事
務
所

等
の
所
在
地

資
本
金
の
額
又

は
出
資
金
の
額

法
人
区
分

法
第
72条
の

適
用
　
　
　

資
本
積
立
金
額

１
　
特
定
公
社
債
以
外
の
公
社
債
の
利
子

２
　
銀
行
預
金
利
子

３
　
銀
行
以
外
の
金
融
機
関
の
預
貯
金
利
子

４
　
勤
務
先
預
貯
金
等
の
利
子

５
　
合
同
運
用
信
託
の
収
益
の
分
配

６
 　
公
社
債
投
資
信
託
の
う
ち
公
募
公
社
債
投
資

信
託
以
外
の
収
益
の
分
配

７
　
郵
便
貯
金
利
子

８
　
国
外
一
般
公
社
債
等
の
利
子
等

９
　
財
形
貯
蓄
契
約
に
係
る
生
命
保
険
等
の
差
益

10 　
私
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
の
収
益
の
分

配

11 　
特
定
目
的
信
託
の
社
債
的
受
益
証
券
の
収
益

の
分
配
で
公
募
以
外
の
も
の

12 　
国
外
私
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
等
の
収

益
の
分
配

13　
懸
賞
金
付
預
貯
金
等
の
懸
賞
金
等

14　
定
期
積
金
の
給
付
補
て
ん
金

15　
掛
金
の
給
付
補
て
ん
金

16　
抵
当
証
券
の
利
息

17　
貴
金
属
の
売
戻
し
条
件
付
売
買
の
利
益

18　
外
貨
建
預
貯
金
等
の
為
替
差
益

19 　
一
時
払
養
老
保
険
・
一
時
払
損
害
保
険
等
の

差
益

主
た
る
事
務
所

等
の
所
在
地

資
本
金
の
額
又
は
出
資

金
の
額

法
人
区
分

資
本
金
の
額
及
び
資
本

準
備
金
の
額
の
合
算
額

法
第
72条
の

適
用
　
　
　

資
本
金
等
の
額
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二
十
号
の
五
の
改
正
規
定
、様
式
第
三
十
八
号
の
二
の
改
正
規
定
、様
式
第
三
十
九
号
の
改
正
規
定（「60

日
」を「３

か
月

」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、
様
式
第
三
十
九
号
の
三
の
改
正
規
定
、
様
式
第
四
十
八
号
の
改
正
規
定
、
様
式

第
六
十
二
号
の
二
の
改
正
規
定
、
様
式
第
六
十
七
号
（
そ
の
二
）
の
改
正
規
定
、
様
式
第
百
五
十
七
号
の
改
正
規
定
、

様
式
第
百
五
十
八
号
（
そ
の
一
）
の
改
正
規
定
（「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）
及
び
次
項
の

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
六
号

　
　
　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

  

産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

  

様
式
第
二
号
、
様
式
第
十
号
、
様
式
第
十
二
号
、
様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
六
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
八
号

　
　
　

核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

  

核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

  

第
五
条
第
三
項
中
「
、
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
一
）
及
び
様
式
第
十
七
号
の
二
中
「
審
査
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
異

議
申
立
て
」
と
、「
裁
決
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
」
と
」
及
び
「
、「
審
査
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
異
議
申
立
て
」
と
、

「
裁
決
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
」
と
」
を
削
る
。

　

様
式
第
二
号
中

「

 

を

 

」　

「

 

に

 

」　

１
 　
上
記
の
納
付
す
べ
き
不
足
税
額
及
び
加
算
金
に
つ
い
て
は
，　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
に
同
封

の
納
付
書
に
よ
り
，
納
付
書
記
載
の
納
付
場
所
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
 　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
60日
以
内
に
知
事
に
異
議
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
 　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
の
決
定
を
経
た
後

に
，
異
議
申
立
て
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
宮
城
県

を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
，
異
議
申
立
て
の
決
定
を
経
る
こ
と
な
く
，
こ
の
処
分
に
つ

い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
⑴
　
異
議
申
立
て
を
し
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
決
定
が
な
い
と
き
。

　
⑵
 　
処
分
，
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要

が
あ
る
と
き
。

　
⑶
　
そ
の
他
決
定
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

１
 　
上
記
の
納
付
す
べ
き
不
足
税
額
及
び
加
算
金
に
つ
い
て
は
，　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
に
同
封

の
納
付
書
に
よ
り
，
納
付
書
記
載
の
納
付
場
所
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
 　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
３
か
月
以
内
に
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
 　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後

に
，
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
宮
城
県
を

被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
る
こ
と
な
く
，
こ
の
処
分
に
つ
い
て

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
⑴
　
審
査
請
求
を
し
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

　
⑵
 　
処
分
，
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要

が
あ
る
と
き
。

　
⑶
　
そ
の
他
決
定
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。
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改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
九
号

　
　
　

公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
教
育
委
員
会
教
育
長
」
を
「
教
育
次
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
号

　
　
　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
四
号
の
表
中
防
災
栗
駒
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
防
災
携
帯
一
〜
五
の
項
中

「

陸
上
移
動
局

」
を
「

同

」
に
改
め
、同
表
防
災
ヘ
リ
宮
城
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
防
災
携
帯
一
一
〜
一
五

同

同

同

　

別
表
第
四
号
の
表
宮
城
防
災
移
動
九
二
〜
九
四
の
項
中
「
移
動
」
の
下
に
「
九
〇
、」
を
加
え
、
同
表
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

防
災
栗
駒

固
定
局

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合

事
務
所
栗
駒
ダ
ム
管

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
玉
山
一

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
栗
駒
ダ
ム

理
事
務
所
長

管
理
事
務
所
内

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
号
の
表
宮
城
防
災
携
帯
一
〜
五
の

項
の
改
正
規
定
、
同
表
に
宮
城
防
災
携
帯
一
一
〜
一
五
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
表
宮
城
防
災
移
動
九
二
〜
九

四
の
項
中
「
移
動
」
の
下
に
「
九
〇
、」
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
六
号

　

標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

第 

一
条　

こ
の
訓
令
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
標
準
的
な
職
）

第 

二
条　

標
準
的
な
職
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
制
上
の
段
階
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

職
制
上
の
段
階

標
準
的
な
職

一 　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
部
長
、
局
長
及
び
医
療
健
康
局

長
、
同
条
第
五
項
の
表
に
掲
げ
る
理
事
及
び
技
監
（
規
則
第
二
十
七
条
第
八
項
の

規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
も
の
を
含
む
。）、
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ

る
所
長
（
公
務
研
修
所
、
東
京
事
務
所
、
地
方
振
興
事
務
所
、
産
業
技
術
総
合
セ

ン
タ
ー
及
び
仙
台
土
木
事
務
所
の
所
長
に
限
る
。）
並
び
に
同
条
第
二
項
の
表
に

掲
げ
る
所
長
（
地
方
振
興
事
務
所
の
地
域
事
務
所
の
所
長
に
限
る
。）
並
び
に
宮

城
県
労
働
委
員
会
処
務
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
訓
令
第
一
号
。
以
下
「
規
程
」

と
い
う
。）
第
四
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
事
務
局
長
及
び
同
条
第
三
項
の
表
に

掲
げ
る
理
事
並
び
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
六

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
管
理
者
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階

部
長

二 　

規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
次
長
、
同
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る

次
長
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危
機
管
理
監
、
同
条
第
五
項
の
表
に
掲
げ
る
参
事
及
び
技
術
参
事
（
規
則
第
二
十

七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
も
の
を
含
む
。）、
規
則
第
二
十
七
条
第
一

項
の
表
に
掲
げ
る
所
長
（
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
、
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
、
保
健

福
祉
事
務
所
、
農
業
・
園
芸
総
合
研
究
所
、
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
、
大
河
原

土
木
事
務
所
、
北
部
土
木
事
務
所
及
び
東
部
土
木
事
務
所
の
所
長
に
限
る
。）、
校

長
（
消
防
学
校
、
仙
台
高
等
技
術
専
門
校
及
び
農
業
大
学
校
の
校
長
に
限
る
。）、

場
長
（
古
川
農
業
試
験
場
の
場
長
に
限
る
。）、
副
所
長
（
地
方
振
興
事
務
所
、
産

業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
仙
台
土
木
事
務
所
の
副
所
長
に
限
る
。）
及
び
技
術

副
所
長
（
仙
台
土
木
事
務
所
の
技
術
副
所
長
に
限
る
。）、
同
条
第
二
項
の
表
に
掲

げ
る
所
長
（
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事
務
所
の
所
長
に
限
る
。）
及
び
副
所
長

（
地
方
振
興
事
務
所
の
地
域
事
務
所
の
副
所
長
に
限
る
。）、
同
条
第
四
項
の
表
に

掲
げ
る
研
究
連
携
推
進
監
並
び
に
同
条
第
七
項
の
表
に
掲
げ
る
研
究
管
理
監
並
び

に
規
程
第
四
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
次
長
及
び
同
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
参

事
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階

三 　

規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
課
長
及
び
室
長
、
同
条
第
三
項
の
表

に
掲
げ
る
危
機
対
策
企
画
専
門
監
、
企
画
・
評
価
専
門
監
、
原
子
力
防
災
対
策
専

門
監
、
緑
化
推
進
専
門
監
、
廃
棄
物
対
策
専
門
監
、
消
費
者
相
談
専
門
監
、
男
女

共
同
参
画
推
進
専
門
監
、
社
会
福
祉
指
導
監
査
専
門
監
、
医
療
政
策
専
門
監
、
介

護
政
策
専
門
監
、
子
育
て
政
策
専
門
監
、
雇
用
推
進
専
門
監
、
農
林
水
産
政
策
専

門
監
、
農
業
普
及
指
導
専
門
監
、
水
田
営
農
専
門
監
、
監
視
伝
染
病
対
策
専
門
監
、

事
業
管
理
計
画
専
門
監
、
農
地
集
積
指
導
専
門
監
、
施
設
管
理
指
導
専
門
監
、
土

木
政
策
専
門
監
、
港
湾
振
興
専
門
監
、
空
港
振
興
専
門
監
、
住
宅
管
理
指
導
専
門

監
及
び
契
約
管
理
専
門
監
、
同
条
第
五
項
の
表
に
掲
げ
る
副
参
事
、
技
術
副
参
事

及
び
総
括
専
門
検
査
員
（
規
則
第
二
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
も

の
を
含
む
。）、
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
所
長
（
仙
台
中
央
県
税
事
務

所
を
除
く
県
税
事
務
所
、
環
境
放
射
線
監
視
セ
ン
タ
ー
、
食
肉
衛
生
検
査
所
、
動

物
愛
護
セ
ン
タ
ー
、
保
健
所
、
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
、
児
童
相
談
所
、
女
性
相

談
セ
ン
タ
ー
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
大
阪
事
務
所
、
計
量
検
定
所
、
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
、
病
害
虫
防
除

所
、
家
畜
保
健
衛
生
所
、
王
城
寺
原
補
償
工
事
事
務
所
、
林
業
技
術
総
合
セ
ン

タ
ー
、
気
仙
沼
土
木
事
務
所
、
港
湾
事
務
所
、
下
水
道
事
務
所
及
び
ダ
ム
総
合
事

務
所
の
所
長
に
限
る
。）、
園
長
、
館
長
、
校
長
（
高
等
看
護
学
校
、
仙
台
高
等
技

術
専
門
校
を
除
く
職
業
能
力
開
発
校
及
び
宮
城
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
校
長

に
限
る
。）、
場
長
（
畜
産
試
験
場
の
場
長
に
限
る
。）、
副
所
長
（
公
務
研
修
所
、

仙
台
中
央
県
税
事
務
所
、
東
京
事
務
所
、
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
、
保
健
福
祉
事
務

所
、
保
健
所
、
農
業
・
園
芸
総
合
研
究
所
、
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
、
大
河
原

土
木
事
務
所
、
北
部
土
木
事
務
所
及
び
東
部
土
木
事
務
所
の
副
所
長
に
限
る
。）、

技
術
副
所
長
（
保
健
福
祉
事
務
所
、
保
健
所
、
大
河
原
土
木
事
務
所
、
北
部
土
木

事
務
所
及
び
東
部
土
木
事
務
所
の
技
術
副
所
長
に
限
る
。）、
副
校
長
（
消
防
学
校
、

仙
台
高
等
技
術
専
門
校
及
び
農
業
大
学
校
の
副
校
長
に
限
る
。）、
副
場
長
、
部
長

課
長

　

  

（
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
、
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
、
保
健
福
祉
事
務
所
、
保
健
所
、

地
方
振
興
事
務
所
、
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
、
農
業
・
園
芸
総
合
研
究
所
、
古

川
農
業
試
験
場
、
畜
産
試
験
場
、
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
、
水
産
技
術
総
合
セ

ン
タ
ー
及
び
仙
台
土
木
事
務
所
の
部
長
に
限
る
。）
及
び
局
長
、
同
条
第
二
項
の

表
に
掲
げ
る
所
長
（
県
税
事
務
所
の
地
域
事
務
所
及
び
土
木
事
務
所
の
地
域
事
務

所
の
所
長
に
限
る
。）、
支
所
長
、
場
長
、
副
所
長
（
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域
事

務
所
の
副
所
長
に
限
る
。）、
技
術
副
所
長
及
び
部
長
（
保
健
福
祉
事
務
所
の
地
域

事
務
所
、
地
方
振
興
事
務
所
の
地
域
事
務
所
及
び
気
仙
沼
水
産
試
験
場
の
部
長
に

限
る
。）、
同
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
副
部
長
、
同
条
第
五
項
の
表
に
掲
げ
る
保

健
医
療
監
、
同
条
第
六
項
の
表
に
掲
げ
る
検
査
精
度
管
理
専
門
監
、
農
業
普
及
指

導
専
門
監
、
水
産
振
興
専
門
監
、
漁
港
整
備
専
門
監
、
監
視
伝
染
病
対
策
専
門
監

及
び
用
地
専
門
監
並
び
に
同
条
第
七
項
の
表
に
掲
げ
る
総
括
研
究
員
並
び
に
規
程

第
四
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
課
長
及
び
同
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
副
参
事
並

び
に
宮
城
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
収
用
委
員
会
規
則

第
一
号
。
以
下
「
運
営
規
則
」
と
い
う
。）
第
十
一
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
事

務
局
長
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階

四 　

規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐
及
び
技
術
補

佐
、
同
条
第
四
項
の
表
に
掲
げ
る
政
策
調
査
員
及
び
食
の
安
全
安
心
推
進
員
、
同

条
第
五
項
の
表
に
掲
げ
る
上
席
専
門
検
査
員
、
主
幹
、
技
術
主
幹
及
び
主
任
専
門

検
査
員
（
規
則
第
二
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
も
の
を
含
む
。）、

規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
所
長
（
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
管
理
事
務

所
及
び
松
島
公
園
管
理
事
務
所
の
所
長
に
限
る
。）、
次
長
、
技
術
次
長
、
副
園
長
、

副
校
長
（
高
等
看
護
学
校
、
仙
台
高
等
技
術
専
門
校
を
除
く
職
業
能
力
開
発
校
及

び
宮
城
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
副
校
長
に
限
る
。）、
所
長
代
理
及
び
部
長

（
消
防
学
校
及
び
農
業
大
学
校
の
部
長
に
限
る
。）、
同
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る

所
長
（
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
扇
町
出
張
所
、
東
京
事
務
所
観
光
物
産
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、
大
阪
事
務
所
名
古
屋
産
業
立
地
セ
ン
タ
ー
、
仙
台
人
材
開
発
セ
ン

タ
ー
、
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
長
沼
ダ
ム
管
理
事
務
所
、
気
仙
沼
土

木
事
務
所
払
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
及
び
ダ
ム
総
合
事
務
所
の
ダ
ム
管
理
事
務
所
の

所
長
に
限
る
。）、
次
長
及
び
技
術
次
長
、
同
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
所
長
代
理

（
大
阪
事
務
所
名
古
屋
産
業
立
地
セ
ン
タ
ー
及
び
仙
台
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
の
所

長
代
理
に
限
る
。）
並
び
に
同
条
第
七
項
の
表
に
掲
げ
る
上
席
主
任
研
究
員
、
上

席
指
導
員
、
主
任
研
究
員
及
び
主
任
指
導
員
並
び
に
規
程
第
四
条
第
二
項
の
表
に

掲
げ
る
課
長
補
佐
及
び
同
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
主
幹
並
び
に
運
営
規
則
第
十

一
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
事
務
局
次
長
及
び
同
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
主
幹

の
属
す
る
職
制
上
の
段
階

課
長
補
佐

五 　

規
則
第
二
十
二
条
第
五
項
の
表
に
掲
げ
る
主
任
主
査
、
専
門
検
査
員
、
主
査
及

び
技
術
主
査
（
規
則
第
二
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
も
の
を
含

む
。）、
同
条
第
四
項
の
表
に
掲
げ
る
企
画
員
並
び
に
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
及

主
任
主
査
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び
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
企
画
員
、
同
条
第
七
項
の
表
に
掲
げ
る
事
務
長
、
教
務

主
任
、
副
主
任
研
究
員
、
副
主
任
指
導
員
及
び
研
究
員
並
び
に
規
程
第
四
条
第
三

項
の
表
に
掲
げ
る
主
任
主
査
及
び
主
査
並
び
に
運
営
規
則
第
十
一
条
第
三
項
の
表

に
掲
げ
る
主
任
主
査
及
び
主
査
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階

六 　

規
則
別
表
第
一
の
表
に
掲
げ
る
主
事
、
技
師
、
主
事
（
事
務
補
）、
技
師
（
運

転
技
術
）、
技
師
（
電
話
交
換
）、
巡
視
長
、
技
師
（
巡
視
）、
技
師
（
庁
務
）、
技

師
（
甲
板
業
務
）、
技
師
（
調
理
）、
技
師
（
農
業
業
務
）、
技
師
（
機
械
操
作
）、

技
師
（
寮
母
）、
技
師
（
看
護
補
助
）、
技
師
（
試
験
検
査
補
助
）
及
び
技
師
（
獣

疫
衛
生
）
並
び
に
規
則
第
二
十
二
条
第
七
項
及
び
規
則
第
二
十
七
条
第
九
項
の
規

定
に
よ
り
置
か
れ
る
主
事
（
事
務
補
主
任
）、
技
師
（
運
転
技
術
主
任
）、
技
師
（
電

話
交
換
主
任
）、
技
師
（
巡
視
主
任
）、
技
師
（
庁
務
主
任
）、
技
師
（
甲
板
業
務

主
任
）、
技
師
（
調
理
主
任
）、
技
師
（
農
場
業
務
主
任
）、
技
師
（
機
械
操
作
主
任
）、

技
師
（
寮
母
主
任
）、
技
師
（
看
護
補
助
主
任
）、
技
師
（
試
験
検
査
補
助
主
任
）

及
び
技
師
（
獣
疫
衛
生
主
任
）
並
び
に
規
則
第
二
十
七
条
第
九
項
の
表
に
掲
げ
る

医
師
並
び
に
規
程
第
四
項
の
表
に
掲
げ
る
主
事
並
び
に
運
営
規
則
第
十
一
条
第
三

項
の
表
に
掲
げ
る
主
事
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階

主
事
又
は
技
師

　

（
標
準
職
務
遂
行
能
力
）

第 

三
条　

前
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
準
的
な
職
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
準
的
な

職
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

標
準
的
な
職

標
準
職
務
遂
行
能
力

一　

部
長

一　

倫
理

部
局
の
重
要
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と

も
に
、
高
い
倫
理
観
を
有
し
、
誠
実
か
つ
謙
虚
な
姿

勢
で
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

構
想

所
管
行
政
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
大

局
的
な
視
野
と
将
来
的
な
展
望
に
立
っ
て
、
部
局
の

重
要
課
題
に
つ
い
て
基
本
的
な
方
向
性
を
示
す
こ
と

が
で
き
る
。

三　

判
断

部
局
の
責
任
者
と
し
て
、
そ
の
重
要
課
題
に
つ
い

て
、
迅
速
に
適
切
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

四　

説
明
・
調
整

所
管
行
政
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も

に
、
組
織
方
針
の
実
現
に
向
け
て
、
困
難
な
状
況
に

あ
っ
て
も
、
関
係
者
と
粘
り
強
く
調
整
を
重
ね
、
相

互
理
解
と
合
意
形
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

業
務
運
営

組
織
活
力
の
向
上
を
意
識
し
、
経
営
資
源
の
有
効
活

用
や
業
務
見
直
し
に
率
先
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
る
。

六　

組
織
統
率

職
員
が
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
指
導
力

を
発
揮
し
、
組
織
を
牽
引
し
て
成
果
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

二　

次
長

一　

倫
理

担
当
分
野
の
重
要
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む

と
と
も
に
、
高
い
倫
理
観
を
有
し
、
誠
実
か
つ
謙
虚

な
姿
勢
で
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

構
想

所
管
行
政
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
県

の
将
来
を
見
据
え
て
、
担
当
分
野
の
重
要
課
題
に
つ

い
て
基
本
的
な
方
針
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

三　

判
断

担
当
分
野
の
責
任
者
と
し
て
、
そ
の
重
要
課
題
に
つ

い
て
、迅
速
に
適
切
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

四　

説
明
・
調
整

所
管
行
政
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も

に
、
組
織
方
針
の
実
現
に
向
け
て
、
部
局
長
を
補
佐

し
、
困
難
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
関
係
者
と
粘
り
強

く
調
整
を
重
ね
、
相
互
理
解
と
合
意
形
成
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
。

五　

業
務
運
営

組
織
活
力
の
向
上
を
意
識
し
、
経
営
資
源
の
有
効
活

用
や
業
務
見
直
し
に
率
先
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
る
。

六　

組
織
統
率

職
員
が
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
指
導
力

を
発
揮
し
、
部
下
を
統
率
し
て
組
織
の
成
果
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

課
長

一　

倫
理

課
の
課
題
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、

高
い
倫
理
観
を
有
し
、
誠
実
か
つ
謙
虚
な
姿
勢
で
職

務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

企
画
・
立
案

所
管
す
る
行
政
課
題
を
的
確
に
捉
え
、
実
現
可
能
性
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の
高
い
政
策
を
立
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

判
断

課
の
責
任
者
と
し
て
、
組
織
目
標
の
達
成
に
向
け
た

適
切
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

四　

説
明
・
調
整

所
管
行
政
に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
行
う
と
と
も

に
、
関
係
者
と
信
頼
関
係
を
築
き
、
組
織
方
針
の
実

現
に
向
け
、
相
互
理
解
と
合
意
形
成
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
。

五　

業
務
運
営
・
遂
行

経
営
資
源
の
有
効
活
用
や
業
務
見
直
し
を
図
る
な

ど
、
課
の
責
任
者
と
し
て
積
極
的
、
意
欲
的
に
業
務

を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六　

組
織
統
率
・
人
材
育
成

部
下
が
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
適
切
な

業
務
配
分
と
進
捗
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
人
間
性

に
合
わ
せ
た
指
導
・
育
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

四　

課
長
補
佐

一　

倫
理

担
当
業
務
の
第
一
線
に
お
い
て
責
任
を
持
っ
て
課
題

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
誠
実
か
つ
謙
虚
な
姿
勢
で

職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

企
画
・
立
案

担
当
す
る
行
政
課
題
を
的
確
に
捉
え
、
効
果
的
な
政

策
を
立
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

判
断

担
当
業
務
に
つ
い
て
、適
切
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

四　

説
明
・
調
整

担
当
業
務
に
つ
い
て
論
理
的
な
説
明
を
行
う
と
と
も

に
、
関
係
者
と
意
思
疎
通
を
図
り
相
互
理
解
と
合
意

形
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

業
務
遂
行

想
定
さ
れ
る
障
害
や
リ
ス
ク
を
見
込
み
な
が
ら
進
行

管
理
を
行
い
、
課
題
解
決
に
向
け
て
適
切
に
業
務
を

遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六　

人
材
育
成
・
活
用

業
務
の
繁
閑
を
考
慮
し
た
業
務
配
分
を
行
う
と
と
も

に
、
部
下
の
人
間
性
に
合
わ
せ
た
指
導
・
育
成
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

五　

主
任
主
査

一　

倫
理

所
属
組
織
に
お
け
る
監
督
的
立
場
を
自
覚
し
、
責
任

を
持
っ
て
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
誠
実
か
つ

謙
虚
な
姿
勢
で
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

企
画
・
課
題
対
応

担
当
業
務
の
問
題
点
を
把
握
し
、
効
果
的
な
施
策
を

企
画
・
立
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

協
調
性

上
司
や
同
僚
、
他
部
局
等
の
担
当
者
と
協
力
的
な
関

係
を
構
築
し
て
い
る
。

四　

折
衝
・
応
対

担
当
業
務
に
つ
い
て
、
相
手
の
意
向
を
正
し
く
理
解

し
た
う
え
で
的
確
な
説
明
を
行
い
、
関
係
者
か
ら
十

分
な
理
解
と
納
得
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

業
務
遂
行

所
属
組
織
の
目
標
達
成
に
向
け
て
業
務
全
体
を
整

理
、
把
握
し
、
改
善
意
欲
を
持
っ
て
確
実
に
業
務
を

遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六　

主
事
又
は
技
師

一　

倫
理

責
任
を
持
っ
て
業
務
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
誠
実

か
つ
謙
虚
な
姿
勢
で
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

二　

企
画
・
課
題
対
応

担
当
業
務
に
関
す
る
知
識
・
技
術
を
学
び
、
業
務
に

活
用
し
て
い
る
。

三　

協
調
性

県
の
方
針
や
上
司
の
指
示
を
正
し
く
理
解
し
、
同
僚

等
と
協
働
し
て
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

折
衝
・
応
対

担
当
業
務
に
つ
い
て
課
題
を
客
観
的
に
整
理
し
、
理

解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

業
務
遂
行

担
当
業
務
に
つ
い
て
改
善
に
取
り
組
み
、
積
極
的
に

業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
そ
の
他
）

第 
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に

定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
七
号

宮　　城　　県　　公　　報（41）　平成28年３月31日　木曜日 号外第10号



　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
宮
城
県
仙
南
保
健
所
運
営
協
議
会
の
項
か
ら
宮
城
県
気
仙
沼
保
健
所
運
営
協
議
会
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
宮

「

保
健
福
祉
部
次
長
（
保
健

福
祉
部
長
が
指
名
す
る
も

の
に
限
る
。）

」
に

城
県
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
の
項
中
「

保
健
福
祉
部
長

」
を

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
八
号

　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
食
の
安
全
安
心
推
進
専
門
監
及
び
」
を
削
る
。

　

第
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

通
算
し
て
一
年
以
上
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
行
政
事
務
に
従
事
し
た
者

　

第
十
九
条
中
「
若
し
く
は
土
木
事
務
所
地
域
事
務
所
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号

　

公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

公
印
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
号
の
表
１
の
項
中

「

宮
城
県
教

育
委
員
会

教

育

長

」
を

「

宮

城

県

教

育

庁

教
育
次
長

」
に
改
め
、

宮
城
県
教

育
委
員
会

教

育

長

宮

城

県

教

育

庁

教
育
次
長

同
表
２
の
項
中

「

宮
城
県
教

育
委
員
会

教

育

長

」
を

「

宮

城

県

教

育

庁

教
育
次
長

」
に
改
め
る
。

宮
城
県
教

育
委
員
会

教

育

長

宮

城

県

教

育

庁

教
育
次
長

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
号

　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

文
書
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
⑵
中
「
商
経
第　
　
　
　

号　
　
　
　

商
工
経
営
支
援
課
」
を

「
商
金
第　
　
　
　

号　
　
　
　

商
工
金
融
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

中
企
第　
　
　
　

号　
　
　
　

中
小
企
業
支
援
室
」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
一
号

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
五
十
四
号
中

「

資
本

金
等

の
額

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額

」
を

資
本

積
立

金
額

合
計

額

「

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
」

に
、

資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額

資
本

金
等

の
額

「

収
入
割
総

額
過
不
足
法
人
税
割
額

収
入

金
額

均等割額

算
定
期
間
中
に
お
い
て
事
務
所
等
を
有
し
て
い
た
月
数

合
計
事
業
税
額

　
　
　
　
円
×
月
数

仮
装
経
理
に
基
づ
く
事
業
税
額
の
控
除
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分
の
均
等
割
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
事
業
税
額

過
不
足
均
等
割
額

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
事
業
税
額
の
控
除
額

こ
の
処
分
に
よ
り
納
め
る
べ
き
県
民
税
額

差
引
過
不
足
事
業
税
額

利
子
割
還
付
額

内訳

所
得
割

付
加
価
値
割

減
少
す
る
法
人
税
割
額
の
う
ち
仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
更
正
に
伴
う
繰
越
控
除
税
額

資
本
割

収
入

割
重
加
算
対
象
所
得
金
額
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減
少
す
る
事
業
税
額
の
う
ち
仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
更
正
に
伴
う
繰
越
控
除
税
額

利子割額に

関する計算

利
子
割
額

地
方
法
人
特
別
税

控
除
し
た
金
額

課
税
標
準

税
率

税
額

控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額

所
得
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税

既
に
還
付
請
求
し
た
利
子
割
額

収
入
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税

既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大
で
あ
る
場
合
の
納
付
額

合
計
地
方
法
人
特
別
税
　

分割基準

県
民
税
総
数

仮
装
経
理
に
基
づ
く
地
方
法
人
特
別
税
額
の
控
除
額

本
県

既
に
納
付
の
確
定
し
た
地
方
法
人
特
別
税
額

事
業
税

従
業
者
，
固
定
資
産
価
格
，
軌
道
延
長

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税
の
控
除
額

総
数

差
引
過
不
足
地
方
法
人
特
別
税
額
　

本
県

過
小
申
告

加
 算
 金

通
常
分

事
務
所
等
，
発
電
用
固
定
資
産

加
重
分

総
数

計
本
県

不
申
告
加
算
金
　

売
上
高
総
数

重
加
算
金
　

軌
道
等

「
 

」

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
入
割
総

額
過
不
足
法
人
税
割
額

収
入

金
額

均等割額

算
定
期
間
中
に
お
い
て
事
務
所
等
を
有
し
て
い
た
月
数

合
計
事
業
税
額

　
　
　
　
円
×
月
数

平
成
27年
改
正
法
附
則
第
８
条
又
は
第
９
条
の
控
除
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分
の
均
等
割
額

仮
装
経
理
に
基
づ
く
事
業
税
額
の
控
除
額

過
不
足
均
等
割
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
事
業
税
額

こ
の
処
分
に
よ
り
納
め
る
べ
き
県
民
税
額

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
事
業
税
額
の
控
除
額

利
子
割
還
付
額

差
引
過
不
足
事
業
税
額

減
少
す
る
法
人
税
割
額
の
う
ち
仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
更
正
に

伴
う
繰
越
控
除
税
額

内訳
所
得
割

付
加
価
値
割

重
加
算
対
象
所
得
金
額

資
本
割

収
入

割
利子割額に

関する計算

利
子
割
額

控
除
し
た
金
額

控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額

既
に
還
付
請
求
し
た
利
子
割
額

既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大
で
あ
る
場
合
の
納
付
額

減
少
す
る
事
業
税
額
の
う
ち
仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
更
正
に

伴
う
繰
越
控
除
税
額

地
方
法
人
特
別
税

課
税
標
準

税
率

税
額

所
得
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税

に
改
め
る。
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附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
二
号

　

本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

目
次
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
、「（
第
十
条
）」
を
「（
第
十
一
条
）」
に
、「（
第
十
一
条

－

第
十
六
条
）」
を

「（
第
十
二
条

－

第
十
九
条
）」
に
、「（
第
十
七
条

－

第
十
九
条
）」
を
「（
第
二
十
条

－

第
二
十
二
条
）」
に
、「
第
六
章

　

委
託
の
基
準
（
第
二
十
条

－
第
二
十
二
条
）」
を
「
第
六
章　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
（
第
二
十
三
条
）

　

第
七
章　

委
託
の
基
準
（
第
二
十
四
条

－

第
二
十
六
条
）」
に
、

「
第
七
章　

雑
則
（
第
二
十
三
条
）」
を
「
第
八
章　

雑
則
（
第
二
十
七
条
）」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
七
章
を
第
八
章
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を

第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
六
章
を
第
七
章
と
し
、
第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　

第
六
章　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

第 

二
十
三
条　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た

め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

操
作
者
の
指
名
等

　

二　

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
機
器
の
利
用
状
況
の
記
録

　

三　

操
作
者
管
理
簿
の
作
成

　

第
十
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
」
を
「
本
人
確
認
情
報
管
理
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条

を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
七
条
第
二
号
中
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
」
を
「
本
人

確
認
情
報
管
理
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
六
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
二

条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
機
器
の
管
理
及
び
運
用
）

第 

十
八
条　

ア
ク
セ
ス
管
理
責
任
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
器
の
適
切
な
管
理
及
び
運
用
を
図
る
た

め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
の
責
務
）

第 

十
九
条　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
ア
ク
セ
ス
管
理
責
任
者
が
定
め
る
事
項
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十

二
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
本
人
確
認
情
報
管
理
責
任
者
）

第 

六
条　

業
務
担
当
課
等
に
お
い
て
本
人
確
認
情
報
の
安
全
な
業
務
管
理
を
実
施
す
る
た
め
、
本
人
確
認
情
報
管
理
責

任
者
を
置
き
、
業
務
担
当
課
等
の
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

収
入
割
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税

県
民
税
総
数

合
計
地
方
法
人
特
別
税
　

分割基準

本
県

仮
装
経
理
に
基
づ
く
地
方
法
人
特
別
税
額
の
控
除
額

事
業
税

従
業
者
，
固
定
資
産
価
格
，
軌
道
延
長

既
に
納
付
の
確
定
し
た
地
方
法
人
特
別
税
額

総
数

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
地
方
法
人
特
別
税
の
控
除
額

本
県

差
引
過
不
足
地
方
法
人
特
別
税
額
　

事
務
所
等
，
発
電
用
固
定
資
産

過
小
申
告

加
 算
 金

通
常
分

総
数

加
重
分

本
県

計
売
上
高
総
数

不
申
告
加
算
金
　

軌
道
等

重
加
算
金
　

 
」
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２ 　

本
人
確
認
情
報
管
理
責
任
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
担
当
課
等
の
長
の
次
席
の
職
に
あ
る
者
（
庶
務

を
担
当
す
る
者
に
限
る
。）
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
令
甲
・
企
業
局
・
議
会
・
人
事
委
員
会
・
監
査
委
員
・

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
三
号

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号

〇
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
一
号

　

職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮

城

県

知

事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

犬　
　

飼　
　
　
　
　

章　
　
　

 

宮

城

県

議

会

議

長　
　

安　
　

部　
　
　
　
　

孝　
　
　

 

宮
城
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

 

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

工　
　

藤　
　

鏡　
　

子　
　
　

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

　
　
　

職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第

六
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
六
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号
、
平
成
二
十

三
年
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
五
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
一
号
」
の
下
に
「
の
う
ち
健
康
診
断
の
実
施
及
び
第
三
号
の
う
ち
法
第
六
十
六
条
の
十
第

一
項
に
規
定
す
る
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
の
実
施
」
を
加
え
、
同
項
中
第
六
号
を
第
八
号
と

し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

二 　

法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
及
び
法
第
六
十
六
条
の
九
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
の
実

施
並
び
に
こ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ
く
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

三 　

法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
の
実
施
並
び
に
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関

す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
同
項
中
第

六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
二
号
を
加
え
る
部
分
（
第

三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
に
限
る
。）
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

　

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
設
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
設
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
設
置
要
綱
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
⑴
ニ
中
「
行
政
文
書
の
開
示
決
定
等
」
の
下
に
「
若
し
く
は
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
」
を
加
え
、「
若
し

く
は
利
用
停
止
決
定
等
」
を
「
、
利
用
停
止
決
定
等
若
し
く
は
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
若
し
く
は
利
用
停
止
請
求
に
係

る
不
作
為
」
に
改
め
、「
異
議
申
立
書
又
は
」
を
削
る
。

　
　
　

附　
　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

　

平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
一
号
（
行
政
文
書
の
写
し
等
に
対
し
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

本
文
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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